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「個人情報保護マネジメントシステム実施ハンドブック」簡易版 第 22章 

 
個人情報保護監査研究会 

第22章 代表者による見直し 
22.1 代表者による見直し   

代表者主催の会議ですが、個人情報保護管理者がＰＭＳの関係者を招集して開催します。 
 

22.2 代表者による見直し時期  
見直し実施時期は、内部監査終了後、1ヶ月以内をめどにするとよいでしょう。 
 

22.3 見直し実施記録  
１．個人情報保護管理者は、 
インプットする 
報告文書を準備して 
会議に臨み、 
代表者に説明します。 

 
２．代表者は、 
報告に応じ必要な 
指示を行います。 

 
3.個人情報保護管理者は、 
会議終了後 
見直し実施記録を纏め、 
代表者が確認印を 
押します。 

 
※報告内容が多いときは、 
 適宜、行を広げて記述 
 もしくは、 
 資料を添付します。 
 

 
 
22.4 次年度の計画の承認  

個人情報保護管理者は、あらかじめ次年度の「3303ＰＭＳ年間計画書（兼点検表）」の案を策定
し、見直し会議の最後の議事として提示し、承認を得ます。これにより、余裕を持って次年度のスタ
ートが切れることになります。 

■ 
次回は、「第 23章 例外処理」をご紹介します。＞目次へ    
           個人情報保護監査研究会 http://www.saaj.or.jp/shibu/kojin.html  以上 
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